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駒井委員 

現在、患者輸送バスを

利用している患者はどれく

らいいるのか。  

    全 12 コースあり、

平均で、少ないコースで

4.6人、多いコースで 15.3

人、１日最高の利用人数

は、少ないコースで９人、

多いコースで 26 人という

状況です。 

米田委員 

プライバシーの問題か

ら、巻堀出張所の事務所

と来客スペースを少し広く

した方がいいと思う。 

    地元と協議し、希

望に叶うような事務室を

作りたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 就業改善センター、好摩地区公民館及び巻堀出張所の 

ら令和２年３月 31 日ま

で、全３コースで運行しま

した。利用料は無料とし、

利用方法は、利用申請し

た方に、市から乗車証を

交付、利用者は、乗車時

に乗車証を運転手に掲

示し乗車する方法で行い

ました。 

 結果は、利用希望者８

人に乗車証を発行しまし

たが、患者輸送バスを一

般利用している方はいな

いという結果となりました。 

 アンケートを実施した結

質疑意見（要旨） 果、年齢が比較的に若く自

家用車を運転できる方が多

い、利用したいが患者輸送

バスということで利用しづら

い、病院以外の目的に停

車することを希望する人が

いるという分析結果になりま

した。 

 今後は、地域ニーズを確

認するとともに関係課と協

議しながら、患者輸送バス

一般混乗の試験運行を行

っていきます。 

平成 30 年度巻堀・姫神

地区まちづくり懇談会での

患者輸送バスの一般利用

希望を受け、試験運行に取

り組んだ結果について報告

するものです。 

 

患者輸送バスの空き席

を活用し、乗車場所、時刻

及び経路は患者輸送バス

の運行の範囲で、通院以

外の目的で乗車する一般

混乗として実施しました。期

間は、令和元年８月６日か

玉山地域振興会議の協議内容 

説明（玉山総合事務所） 

 

■玉山地域振興会議の概要 

玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 

設置期間は新市建設計画の終期に合わせて令和７年３月31日までとしています。 

■所掌事務 

▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 

①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 

②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 

③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 

④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

第24回玉山地域振興会議 
令和２年９月29日に開催した第24回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項２
件、諮問事項１件、自主的審議事項１件、委員は出席12人、欠席３人 

報告事項 令和元年度患者輸送バス一般混乗の試験運行の結果について 

説明（建設部） 

 

玉
山
地
域
振
興
会
議
の
協
議
内
容 

大規模改修工事計画について 

解体予定の建物 

就業改善センター、好摩

地区公民館及び巻堀出張

所の大規模改修工事計画に

ついて、報告するものです。 

 

市では、外部の専門家か

ら意見を聴取したところ、既

存の施設は劣化が著しいこと

から、大規模改修より建て替

えした方が現実的であるとア

ドバイスをいただきました。 

 その内容を踏まえ、アセット

計画（効果的かつ効率的な

維持管理を行う計画）との整

合性を図りながら整備の方

向性を検討し、好摩体育館

との複合化による好摩地区

公民館、巻堀出張所の建

て替えの提案としました。 

 令和２年８月に地元説明

会を開催し、了承をいただ

きました。 

 提案内容のポイントは４

点あります。 

①現在の建物は解体し、

好摩体育館南側に建て替

え、好摩体育館と渡り廊下

で接続する。 

②就業改善センターを廃

止し、好摩地区公民館と

巻堀出張所の機能を移転

する。 

③複合化による建て替え

の面積は、現在の面積を

超えない。 

④部屋割の詳細について

は、基本構想や設計の際に

検討する。 

 今後のスケジュールにつ

いては、令和２年度に基本

構想(案)を作成し、３年度に

基本設計、４年度に実施設

計を行い、５年度に工事を

実施供用開始する予定で

す。 

 また、現施設については、

新しい施設が供用開始した

後、解体工事を実施し、解

体後は駐車場として整備す

る予定です。 

質疑意見（要旨） 
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記念館の顔を塞いでしまう

ほか、増築棟の地盤が現

記念館より２ｍ程度低いこと

から、段差解消等バリアフリ

ー対策の費用の増加が課

題となります。このことから、

建設の懇話会でも、中庭を

７割程度残せるほか、現記

念館側からの眺めをより多く

残せる現案が支持されてい

ます。 

③市民部や観光担当の部

署と連携し、新しい視点の

施設を整備してほしいという

意見については、今後、関

係機関、関係部署と協議を

しながら、魅力的な施設に

なるよう整備に取り組みま

す。 

質疑意見（要旨） 

第25回玉山地域振興会議 
令和２年11月17日に開催した第25回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項２
件、委員は出席12人、欠席３人 

報告事項 盛岡市・玉山村新市建設計画に係る進捗状況について 

盛岡市・玉山村新市建

設計画（平成 18年度～令

和６年度、主要事業 126

事業）の進捗状況について

報告するものです。 

 

令和元年度は 49 事業

を実施し、事業費は約 17

億 1597 万円。合併特例

債は、１億 2940 万円充て

ており、すべて玉山地域の

事業に活用しました。 

 令和２年度は、48 事業

す。また、両館複合化の際

に、共通用途の諸室の統

合や、現在の部屋の使い

方を見直すことにより転用

できると考えています。この

ような総合的な見直し・工

夫を図ることにより、現在、

課題となっているトイレ環境

の改善、収蔵庫、企画展

示室及び多目的ルームの

確保が可能と見込んでい

ます。 

②評判の良い中庭が、増

築で潰れると取り返しがつ

かないことになるという意見

については、現在の石川啄

木記念館の前に増築する

案もあったが、啄木の詩を

イメージして設計された現

を実施する予定で、事業費

の予算は約 19億 7040万

円。合併特例債は、7090

万円を充てる予定であり、

すべて玉山地域の事業に

活用する見込みです。 

 なお、令和２年度は、玉

山地域の 19 事業を含む

22 事業を実施しており、そ

のうち、「農地整備事業（寺

林地区）」と IGR 下田駅設

置事業」の２事業について

は工事未着手ですが、「農

地整備事業（寺林地区）」

説明（教育委員会） 

 

部会名

部会長 佐々木　由　勝 委員 部会長 米　田　二　郎 委員 部会長 石　川　　努 委員

副部会長 春日川　　都 委員 副部会長 木　村　真　也 委員 副部会長 金　谷　純　一 委員

工　藤　昭　視 委員 阿　部　まり子 委員 岩　崎　　隆 委員

駒　井　　元 委員 福　田　　稔 委員 竹　田　かづ子 委員

山　内　一　男 委員 村　山　美栄子 委員 千　葉　　進 委員

取り扱う
事案の例

構成委員

　市民協働に関すること、住民の意向把握に
関すること、防災に関すること——など

　教育、芸術文化、体育に関すること、福祉
施策に関すること、環境施策に関すること—

—など

　観光施策に関すること、農林業、商工業
の振興に関すること、公共施設の整備、交
通施策等に関すること——など

地域づくり部会 教育福祉環境部会 産業建設部会

諮問事項 石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館整備基本計画（案）について 

多くの委員から意見が出ま

した。内容は次のとおりです。 

●景観を重要視するべき、 

中庭を潰す面積を減らしてほ

しい。 

●教育施設としての機能に

加え、観光施設としても活用

できる施設とすること。 

●道の駅との連携に努めるこ

と。 

令和２年７月 21日に開催

された第 23 回盛岡市玉山

地域振興会議において出さ

れた意見について、市の考

え方を説明するものです。 

 

 

①当初、玉山歴史民俗資料

館を延床面積約 1000 ㎡で

新築する案が、石川啄木記

念館と合わせて1000㎡と縮

小されたことにより、当初目

指した歴史民俗資料館がで

きないのではないかという意

見については、施設規模が

延床面積約 1000 ㎡として

も、現在の両館の合計延床

面積約 700 ㎡と比べ、約

300 ㎡が増えることとなりま

審議の結果、質疑意見で

の内容を出来る限り反映い

ただくこととし「意見を付して

可」とする答申をしました。 

審議結果 

自主的審議事項 部会の構成について 

玉山地域振興会議では、協議により、必要に応じて専門調査などを行わせるために３つの部会を置くこととし、 

部会の構成委員を次のとおり決定しました。 

については、基盤整備に係

る説明会や営農組織に係

る勉強会、打合せを行って

いるほか、「IGR 下田駅設

置事業」においては、新駅

の需要調査を実施し、設

置可能性の検討を継続し

ています。 

説明（市長公室） 

 

質疑意見（要旨） 

工藤委員 

「農地整備事業（寺林

地区）」について、未着手

になっており、地元と調整

中とのことだが、具体的に

は現在の調整状況はどう

なっているのか。 

     県の調査が今年度

から来年度にかけて行わ

れるので、調査後に具体

の圃場営農の手法等につ

いて形作る予定となって

います。 
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冬の積雪・凍結路では、スリップ事故の多発が心配

されます。なかでも街なかの交差点や交差点付近

は、非常に滑りやすく特に注意が必要です。また、急

加速・急ブレーキ・急ハンドル等の急激な操作や追越

しは避け、視界不良時は前方をよく見て早めに徐行し

ましょう。 

お酒を飲む機会の多いこの時期、少しでもお酒を口

にしたら、車の運転は絶対にやめましょう。飲酒運転

は、事故当事者の人生に多大な影響を与える重大な

犯罪です。運転者だけでなく、車両・酒類の提供者や

同乗者も罰せられます。 

１ 運転するなら酒を飲まない。 

２ 運転する人に酒を提供しない。 

３ 酒を飲んだ人に車を提供しない。 

４ 酒を飲んだ人の車に同乗しない。 

マイナンバーカードについて 
●マイナポイントの予約・申込を支援します 

マイナンバーカードをお持ちの方は、民間キャッシュ

レス決済サービスを用いて、チャージや買い物をすると

最大 5000 円分のポイントが付与されるマイナポイント

が利用できます。（マイナポイントはチャージかお買い

物をした金額に応じて 25 パーセントのポイントが付きま

す。） 

 マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカー

ドを取得して、数字４桁の暗証番号を使って予約・申

込を行う必要があります。 

 マイナポイントの予約・申込は、サービスに対応したス

マートフォン、もしくは玉山総合事務所税務住民課で

受け付けます。 

冬道の安全運転と飲酒運転の危険性を正しく理解しましょう 

◆冬道の運転に注意 

●冬道の安全運転(いち、にっ、さん運動) 

１ 一割スピードダウンしよう。 

２ 二倍の車間距離をとろう。 

３ 三分早めに出発しよう。 

◆飲酒運転 みんなで根絶 

●飲酒運転４（し）ない運動 

石川啄木記念館中庭 

●マイナンバーカード申請に必要なもの 

●マイナンバーカードの申請方法 
交付申請書の QR コードを使ってスマートフォンから申

請できます。 

※申請書再発行窓口で申請の補助を行っています。 

●マイナポイント予約・申込に必要なもの 

①マイナンバーカード 

②利用者証明用電子証明書の数字４桁の暗証番号  

 

   

③民間キャッシュレス決済サービスＩＤとセキュリティコード 

  

報告事項 石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館整備基本計画（案）の修正について 

玉山地振興会議からの

答申の内容を踏まえ、一

部修正した基本計画案に

ついて報告するものです。 

  

修正内容としては、施設

の全体構成の部分では、

別棟の増築により減少する

説明（教育委員会） 

 

中庭の面積を確保するた

め、現在の景観や全体の

景観バランスに配慮しなが

ら可能な限り中庭を拡大

し、再整備を行います。基

本的にはできるだけ、今の

中庭を壊さないように、最

大限努力したいと考えてい

ます。 

 また、玉山歴史民俗資

料館の資料について、常

時、展示しないもの等につ

いては、必要に応じ、別の

場所に保管場所を確保す

ることとし、保管場所として

は空き校舎や教室等の活

用も考えています。 

※暗証番号をお忘れの場合は、税務住民課窓口で 

 設定手続きが必要です。 

 

※登録するキャッシュレス決済サービスによっては事 

前登録が必要な場合があります。 

 

○交付申請書 

（通知カードと一緒に送られたもの） 

 ※無くされた方は再発行をします。 

【申請書再発行窓口】 

① 玉山総合事務所税務住民課 

（平日 8：30～17：15） 

② 巻堀出張所（平日 9：00～16：00） 

③ 玉山出張所（平日 9：00～16：00） 

 ④ 薮川出張所（平日 9：00～16：00） 

  ※身分証明書（運転免許証等）をお持ちください。 

玉山総合事務所税務住民課 

マイナンバーカード交付等休日開庁日 

● １月 24 日（日） 

● ２月 28 日（日） 予定 

● ３月 28 日（日） 予定 

●時間 ９：00～12：00 

※開庁日は変更する場合があります。 

※マイナンバーカード関連手続きのみ受け付けます。 

●問い合わせ 

玉山総合事務所税務住民課019-683-3874（直通） 

初回交付は無料です！！ 
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●ノロウイルスなどの感染性胃腸炎 
★体操の動画を配信中★ 

●インフルエンザ 

予防接種を希望する方は、お早めに予防接種を受け

ましょう。予防接種の効果は、ワクチン接種後２週間ほど

から現れ、およそ５か月間持続します。 

65 歳以上の高齢者や、生後６カ月から中学生までの

インフルエンザ予防接種の補助は令和３年１月 31 日ま

でです。 

 

マスクをつける 

こまめに手洗い 

「玉山地域住民のためのご当地体操に皆で取

り組んで、生涯現役を目指しましょう！」 

感染症にかからないように 

注意しましょう！！ 

インフルエンザやノロウイルスなど、さまざまな感染症が

流行する季節となりました。今年は新型コロナウイルスの

感染拡大もあり、毎日の感染予防がより一層大切です。 

◆普段から気をつけてほしいこと 

除雪 にご協力をお願いします 

「笑顔満快！元気盛りモリ体操」 

★工藤先生からのメッセージ★ 

●問い合わせ 
玉山総合事務所健康福祉課 

  ☎019－683－3869（直通） 

★体操の DVD★ 

玉山総合事務所健康福祉課で貸出中！！ 

 

 

体操した後は体ぽかぽ

か！「動いた～！」って満

足感いっぱい！これからも

無理なく楽しんで元気盛り

モリになりましょう！ 

●出入り口の除雪について 

 玉山地域内では、市と委託業者が市道等の除雪を行い、

冬期間の通行確保に取り組んでいます 

 除雪車両の台数には限りがあるため、全ての市道等を一

斉に除雪することが出来ません。皆さまのご理解・ご協力を

お願いします。 

●担当 玉山総合事務所建設課  

019－683－3839（直通） 

 

密集 

除雪車両による除雪の際には、皆様の自宅の出入

り口を確保しながら除雪することが困難です。ご迷惑

をおかけしますが自宅前の除雪は皆様のご協力をお

願いします。 

密閉 

市職員による福祉除雪 

至近距離で

の会話 

玉山地域の一人暮らしの高齢

者や身体障がい者などの世帯

で、家庭や自治会など地域での

除雪が困難な場合に、玄関先か

ら道路出入り口までの通路を除

雪します。原則、要望を受けた翌

日以降の平日に作業します。 

３つの「密」を避ける 

楽しく地域一体となって介護予防に取り組み地域を

元気にすることを目的に、玉山をこよなく愛する工藤

昭敏先生が考案した介護予防体操です。 

現在、玉山地域のイベントや元気はなまる教室等で

普及を進めています。 

食品を調理するときは、十分に加熱しましょう。特に牡

蠣などの二枚貝。 

●路上駐車は違法。道路には物を置かないで 

路上駐車や車道・歩道にはみ出すような駐車は、作

業の支障となり、除排雪ができなくなります。 

乗入れ板や道路に張り出している枝なども、除排雪

作業の遅れの原因になっています。 

 

●道路に雪を出さないで 

道路に雪を出すと路面が凸凹のまま凍結し、通行の

障害になります。道路に雪を出さないようにしてくださ

い。 

●凍結防止剤の配布 

路面凍結による歩行者の転倒や車のスリップなどの

対策として、個人や団体からのお申し出により凍結防

止剤を配布しています。ご協力いただける場合は担当

までご連絡ください。 

●期    間 令和３年３月 31日（水）まで 

●問い合わせ先 玉山総合事務所健康福祉課 

             019－683－3869（直通） 

●問い合わせ 
盛岡市保健所保健予防課 ☎019-603-8307（直通） 

① 盛岡市公式ホームページで「元気盛り

モリ体操」を検索 

②「元気盛りモリ体操動画（YouTube）」

の外部リンクをクリック 
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通常入浴料 
盛岡市民の皆様は平日に限り 

600 円のところ 

【注意事項】 

  
岩洞湖氷上ワカサギ釣りのシーズンがやってきます。例年１月中

旬から３月中旬まで解禁されます。解禁日をご確認の上、ぜひお越

しください。 

  
◆氷上ワカサギ釣り 
 

●日釣り券     

 

 
 

●問い合わせ 岩洞湖漁業協同組合 

                

高校生～74歳       

中学生・75歳以上   

小学生・幼児        

600円 

300円 

無料 

450 円（小学生250 円） 

019-681-5678 

※運転免許証・マイナンバーカード・保険証または「広報もりおか」【10月１日号以降のもの】を提示ください。 

※１回の提示につき５人まで利用できます。 

※土・日・祝日及び年末年始【令和２年 12月 30日～令和３年１月３日】は対象外となります。 

※他の割引と併用できません。 

〒028-4134  盛岡市下田字生出 893－11 

☎019-683-3215 

営業時間  【温泉】10：00～22：00 

            【食事】11：30～14：00 

                  18：00～20：00 

●問い合わせ 

ユートランド姫神 
ユートランド姫神へ 

ぜひお越しください！ 
 

令和２年10月1日～令和３年3月 31日 


